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INFORMATION INFORMATION

人
権
相
談

　

基
本
的
人
権
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
救
済

な
ど
の
相
談
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

１
月
12
日
（
金
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室

相
談
員
▽
鳥
宮
慶
法
氏
▽
津
久
井
淑
惠
氏

▽
中
野
稔
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
に
つ
い
て

　

納
税
者
自
身
又
は
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が
、

控
除
対
象
の
障
害
者
・
介
護
認
定
者
に
当
て

は
ま
る
場
合
は
、一
定
金
額
の
所
得
控
除
（
障

害
者
控
除
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
、
住
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
方
（
身
障
・
療
育
手
帳
等
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
方
）
は
、
認
定
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
役
場
福
祉
課
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
役
場
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
（
574
）
２
２
１
４
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
生

活
・
仕
事
相
談
会

日
常
生
活
や
仕
事
な
ど
、
心
配
ご
と
や
悩

み
ご
と
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

平
成
30
年
1
月
11
日
（
木
）
12
時
30
分
～

13
時
20
分

え
る
夢
館
２
階
会
議
室
（
豊
頃
町
茂
岩
本

町
１
６
６
番
地
）

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
生
活
・
仕
事
に

お
困
り
の
方
（
秘
密
厳
守
・
相
談
料
無
料
）

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
５
（
66
）
７
１
１
２

０
１
５
５
（
66
）
７
１
１
３

anshin@
tokachi18.hokkaido.jp

※
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

申
込
締
切
1
月
10
日
（
水
）
ま
で

※
「
と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
」
は
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
か
ら
生
活
・
仕
事
に
困
っ
て
い
る

方
の
ご
相
談
に
乗
る
た
め
に
、
北
海
道
十
勝

総
合
振
興
局
が
作
っ
た
相
談
窓
口
で
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
』
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
は
、
国
税
に
関
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
税
務
相
談
室
で
す
。

よ
く
あ
る
ご
質
問
に
対
す
る
回
答
を
税
金

の
種
類
ご
と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談
は
、

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記
の
ア
ド

レ
ス
か
ら
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

検
索
サ
イ
ト
で
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」

と
検
索
し
て
も
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

http://w
w
w
.nta.go.jp/

◆
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

国
税
庁
で
は
、
電
話
に
よ
る
国
税
に
関
す

る
一
般
的
な
相
談
を
、
国
税
局
お
よ
び
国
税

事
務
所
ご
と
に
設
置
す
る
「
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」
で
集
中
的
に
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

最
寄
り
の
税
務
署
（
十
勝
池
田
税
務
署
☎

０
１
５
（
572
）
２
１
７
１
）
へ
お
電
話
を
お
か

け
い
た
だ
き
、
自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て
、

番
号
「
１
」
を
選
択
し
て
い
た
だ
く
と
、
国

税
局
の
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
な
が

り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
定
申
告
期
に
お
き
ま
し
て
は
、

番
号
「
０
」
を
選
択
し
て
い
た
だ
く
と
、「
確

定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
な
が
り

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

～
税
に
関
す
る
情
報
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ホ

ペ
ー
ジ
で
～

http://www.nta.go.jp

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　

平
成
29
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
︹
住
民
税
︺
の
確
定
申
告
の
相
談
お

よ
び
申
告
書
の
受
付
け
は
、２
月
16
日
（
金
）

か
ら
３
月
15
日
（
木
）
ま
で
で
す
。

　

確
定
申
告
は
、「
前
年
の
申
告
書
控
え
」

や
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参
考
に

ご
自
分
で
作
成
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
確
定
申
告
書
な
ど
の
用
紙
や
手
引
き
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://w

w
w
.nta.

go.jp

】
か
ら
入
手
で
き
る
ほ
か
、
役
場
住

民
課
に
も
備
え
付
け
て
い
ま
す
。）。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
【http://w

w
w
.nta.go.jp

】
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
成
し
た
確
定
申
告
書
は
、
印
刷
し
て
郵

送
等
に
よ
り
提
出
で
き
る
ほ
か
、
そ
の
ま
ま

e-T
A
X

（
※
）
で
送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
書
を
ご

自
宅
で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
提
出
さ

れ
た
方
ま
た
は
税
務
署
な
ど
の
申
告
会
場
で

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
提
出
さ
れ
た
方
の
う

ち
、
利
用
者
識
別
番
号
や
予
定
納
税
額
等
を

お
知
ら
せ
す
る
必
要
が
あ
る
方
に
は
、
１
月

下
旬
に
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

税
務
署
な
ど
の
申
告
会
場
に
お
越
し
の
際

に
は
、「
前
年
の
申
告
書
控
え
」、
確
定
申
告

に
必
要
な
書
類
お
よ
び
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

（
※
）e-T

A
X

の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
電

子
証
明
書
の
取
得
（
手
数
料
が
必
要
）、
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
の
事

前
準
備
が
必
要
で
す
。

【
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
皆
様
へ
】

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
。

注
意
１
▽
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得
税

社会福祉協議会　 （574）3143

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

注
意
２
▽
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。
住
民
税
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
役

場
住
民
課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

十
勝
池
田
税
務
署
☎
（
572
）
２
１
７
１

役
場
住
民
課
住
民
税
係
☎（
574
）２
２
１
３

農
業
者
年
金
巡
回
相
談
会

　

北
海
道
農
業
会
議
の
年
金
相
談
員
に
よ
る

農
業
者
年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
農
業
者
年
金
の
経
営
移
譲
年
金
・
老
齢
年

金
の
受
給
（
手
続
き
）
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
。

▽
農
業
者
年
金
に
関
す
る
疑
問
に
お
答
え
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

１
月
26
日
（
金
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
３
階
会
議
室

農
業
者
年
金
未
加
入
者
・
受
給
待
機
者
・

未
加
入
者
等

※
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
１
月
17
日
ま

で
に
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

豊
頃
町
農
業
委
員
会
☎
（
574
）
２
２
１
８

町
有
牧
野
指
定
管
理
者
の
候
補

者
の
選
定
結
果
の
公
表

町
有
牧
野
の
性
格
、
規
模
お
よ
び
機
能
か

ら
、
指
定
管
理
者
の
候
補
と
し
て
豊
頃
町
農

業
協
同
組
合
を
指
名
し
、
平
成
29
年
11
月
２

日
か
ら
11
月
10
日
ま
で
の
期
間
で
申
込
み
を

受
け
た
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
平
成
29
年
11

月
22
日
に
豊
頃
町
有
牧
野
指
定
管
理
者
候
補

選
定
委
員
会
（
委
員
長
：
副
町
長
）
で
慎
重

審
査
し
、
次
の
と
お
り
総
合
評
価
し
町
長
に

報
告
し
ま
し
た
。

今
回
、
指
定
管
理
者
の
申
込
み
が

あ
っ
た
豊
頃
町
農
業
協
同
組
合
は
、
町

有
牧
野
の
指
定
管
理
者
候
補
者
と
し
て

過
去
の
実
績
も
考
慮
し
、
適
格
者
で
あ

る
と
決
定
し
た
。

前
回
の
指
定
期
間
（
３
年
間
）
に
お

い
て
は
預
託
牛
の
事
故
率
も
低
く
、
施

設
の
維
持
管
理
も
適
正
に
行
わ
れ
て
お

り
、
牧
野
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た

町
有
牧
野
の
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
認
め
た
。

た
だ
し
、
経
費
の
縮
減
に
つ
い
て
管

理
者
と
し
て
努
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
施
設
が
酪
農

家
の
利
用
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
協
定
を
締
結
す
る
場

合
に
お
い
て
、
預
託
使
用
料
、
管
理
分

担
金
等
、
十
分
協
議
を
重
ね
可
能
な
限

り
縮
減
が
図
ら
れ
る
べ
き
と
の
意
見
が

多
数
あ
っ
た
。

今
後
も
、
継
続
し
た
施
設
内
の
安
全

管
理
、
良
好
な
牧
草
地
の
維
持
管
理
が

求
め
ら
れ
た
。

︻
町
有
牧
野
の
指
定
管
理
者
の
指
定
】

平
成
29
年
12
月
15
日
開
催
の
平
成
29
年
度

第
４
回
豊
頃
町
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

①
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施

設
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

▽
豊
頃
町
有
牧
野
（
湧
洞
・
二
宮
・
ト
イ
ト
ッ

キ
公
共
育
成
牧
場
）

所
在
地
▽
豊
頃
町
有
牧
野
管
理
条
例
（
昭

和
54
年
条
例
第
18
号
）
第
２
条
に
規
定
す

る
所
在
地

②
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
の
名
称
お
よ
び

住
所

名
称
▽
豊
頃
町
農
業
協
同
組
合　

代
表
理

事
組
合
長　

山
口
良
一

住
所
▽
豊
頃
町
中
央
若
葉
町
12
番
地

③
指
定
期
間

　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
33
年
３
月

31
日
ま
で

役
場
施
設
課
契
約
係
☎（
574
）２
２
１
5

公
衆
ト
イ
レ
の
冬
期
間
閉
鎖
に
つ
い
て

　

次
の
公
衆
ト
イ
レ
は
冬
期
間
閉
鎖
し
て
い

ま
す
の
で
、
閉
鎖
中
は
近
隣
の
公
共
施
設
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
豊
頃
消
防
署
横
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
公
衆
ト
イ
レ
】

【
大
津
観
光
ト
イ
レ
】

閉
鎖
期
間
▽
～
平
成
30
年
３
月
31
日
（
土
）

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

各サロン利用料 100 円
※昼食提供やイベント時は増額の場合もあります

ほっとサロン茂岩
	1月10日（水）13:00～15:30
　	1月25日（木）10:30～15:30
　「長～い恵方巻きを作ろう！（わん
ぱく広場と合同）」参加費300円
	ひだまり交流館
ほっとサロン豊頃
	1月12日（金）		9:30～15:00
	豊頃コミセン
ほっとサロン大津
	1月24日（水）		10:00～15:00
	大津コミセン

＜卓上サロン＞
	1月17日（水）10:00～16:00
	福祉センター
＜お元気サロン＞
	1月26日（金）9:30～10:30
	豊頃コミセン
ほっとサロン末広
	1月22日（月）13:00～15:00
	末広近隣センター
＜コロコロキッチン＞ 	
	1月13日（土）10:00～14:00
	える夢館　 	500円程度

＜いきいき運動教室＞～健康寿命を伸ばそう～
	1月17日（水）10:30～12:00

　（内容）音楽運動
　	1月31日（水）10:30～12:00

　（内容）ガンバルーン
	ひだまり交流館

福祉活動拠点施設ひだまり交流館
月曜日～土曜日（祝日も開設）
10:00 ～ 17:00【冬期間のため】
トヨッピーコミカフェ				10:30 ～ 15:30
うたカラの日（カラオケ開放）毎週月曜日

10:00 ～12:00

ほっとサロン月 の

ほっとサロン茂岩
1

各サロン【公共ポイント対象事業】です

社会福祉協議会　 （574）3143

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
生
活
・
環
境
▽
福
祉
▽
税
金

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
税
金
▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り


